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【料　金】
・登録済みで注射のみの場合・・・３,２００円
・新規登録と同時に注射をされる場合・・・６,２００円
※当日、おつりがいらないように会場へお持ちください。

月 日 曜 時　間 実施場所

4

24 木

  9：00～   9：10 坂下コミュニティーホール前
  9：20～   9：30 中馬野公民館
  9：40～   9：50 奥馬野公民館
10：00～10：10 広瀬公民館
10：20～10：30 川北公民館
10：50～11：05 中村公民館
11：15～11：25 鳳凰寺公民館
11：35～11：55 甲野公民館
13：00～13：30 大沢公民館
13：50～14：00 千戸公民館
14：10～14：25 炊村公民館
14：35～14：45 畑村公民館
15：00～ 15：20 大山田保健センター

25 金

  9：00～   9：10 上阿波公民館
  9：25～   9：35 子延公民館
  9：45～   9：55 平松公民館
10：10～10：25 富永公民館
10：40～10：55 猿野公民館
11：10～11：20 須原公民館
11：35～11：50 下阿波公民館
13：30～13：50 真泥公民館
14：00～14：10 中島公民館
14：20～14：30 富岡公民館
14：40～14：50 出後公民館
15：00～15：15 平田公民館
15：25～15：45 大山田保健センター

■大山田支所住民課　問 ☎ 47︲1163

月 日 曜 時　間 実施場所

4

15 火
  9：30～11：30 上野東部地区市民センター
13：20～14：40 上野西部地区市民センター
15：10～16：00 諏訪地区市民センター

16 水 13：30～15：30 新居地区市民センター

18 金

  9：30～10：30 三田地区市民センター
11：00～11：40 佐那具公民館
13：30～14：30 府中地区市民センター
15：00～16：00 小田地区市民センター

21 月

  9：30～10：40 猪田地区市民センター
11：00～12：00 依那古地区市民センター
13：40～14：10 比自岐地区市民センター
14：40～15：20 神戸地区市民センター

23 水

  9：30～10：10 古山地区市民センター
10：40～11：00 花垣地区市民センター
11：20～11：40 治田総合庁舎跡地
12：00～12：20（旧）白樫農協出張所
14：00～14：50 花之木地区市民センター
15：20～16：00 長田地区市民センター

25 金

  9：30～   9：30 蓮池公民館
10：10～10：40 友生地区市民センター
11：00～11：20 下友生第２公民館
11：40～12：10 ゆめぽりすセンター正門前
13：40～14：10 久米地区市民センター
14：30～14：50 八幡町市民館
15：20～16：20 中瀬地区市民センター

■本庁市民生活課　問 ☎ 22︲9638

月 日 曜 時　間 実施場所

4 22 火 13：30～14：10 正月堂前
14：40～15：30 島ヶ原支所裏

■島ヶ原支所住民課　問 ☎ 59︲2109

　犬を飼う場合、狂犬病予防法により、必ず登録をしなければなりません。
　登録は「生涯登録」で、１回の登録で済みます。まだ登録をしていない飼い犬や新しく飼い始めた生後９１日

以上の飼い犬を対象とします。
　詳しくは、市担当課までお問い合わせください。
　「狂犬病予防注射」は、毎年１回、受けることが義
務づけられています。集合注射会場あるいは動物病院
で受けてください。

　市では、（社）三重県獣医師会の協力のもと、狂犬病予防の集合注射を実施します。
　期間内に手続きができない方は、動物病院で予防注射を受けてください。
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いつも、いっしょ。
　　　　　だから、一生。
いつも、いっしょ。
　　　　　だから、一生。
いつも、いっしょ。
　　　　　だから、一生。
　～犬の生涯登録と
　　　　狂犬病予防注射について～
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月 日 曜 時　間 実施場所

4

17 木

  9：30～10：00 槙山多目的集会施設
10：15～ 10：30 内保集落センター
10：45～11：30 玉滝・内保高齢者活動センター
13：00～13：10 湯舟コミュニティセンター
13：20～13：40 西湯舟生活改善センター
13：50～14：00 東湯舟農業センター
14：10～14：30 いきいきセンター
14：40～14：55 中友田多目的集会施設
15：05～15：30 下友田多目的集会施設

18 金

  9：30～   9：45 波敷野消防倉庫
10：00～10：15 音羽生活改善センター
10：30～11：00 丸柱山村活性化支援センター
11：15～11：35 石川集落センター
13：00～13：40 阿山支所西側
13：55～14：10 川合公民館
14：25～14：55 阿山ハイツ小規模多目的集会施設
15：05～15：25 円徳院公民館

■阿山支所住民課　問 ☎ 43︲0333

月 日 曜 時　間 実施場所

4

23 水

  9：15～   9：30 川西公民館駐車場
  9：45～ 10：15 川東多目的集会所
10：30～11：00 山畑農事集会所
11：15～12：00 希望ヶ丘いきがいセンター
13：30～14：00 愛田公民館
14：15～14：45 新堂公民館
15：00～15：15 柏野公民館
15：30～15：40 御代多目的集会所

24 木

  9：15～ 10：00 伊賀支所農業総合センター
10：15～10：45 中柘植集落センター
11：00～11：15 野村集落センター
11：30～12：00 小林集議所
13：30～13：45 倉部公民館
14：00～14：45 下町区コミュニティセンター
15：00～15：10 いがまち人権センター
15：25～15：40 上村多目的集会所
15：55～16：10 小杉区高齢者等活性化センター

■伊賀支所住民課　問 ☎ 45︲9104

月 日 曜 時　間 実施場所

4

16 水

  9：30～   9：40 古田集議所
10：00～ 10：20 霧生農民研修センター
10：30～ 10：40 腰山コミュニティーセンター
11：00～11：50 桐ケ丘地区市民センター
13：30～13：50 上高尾生活改善センター
13：55～14：10 原池集議所
14：25～14：40 種生生活改善センター
15：00～15：40 青山支所

17 木

  9：30～   9：50 上津コミュニティーセンター
10：00～10：15 妙楽地生活改善センター
10：25～10：50 北山公民館
11：00～11：10 川上地区集会所
11：20～11：35 別府集議所
11：45～11：55 青山羽根生活改善センター
13：20～13：40 青山文化センター
14：00～14：50 桐ケ丘地区市民センター
15：00～15：40 青山支所

■青山支所住民課　問 ☎ 52︲3227

動物を飼うときには、永く共に生活できるかを
しっかり判断しましょう
　動物を飼い始めるときには、まず家庭環境と動
物の寿命を考えなければなりません。家族全員の
合意はもちろんのこと、飼うための敷地、犬や猫
で１５～２０年の寿命があることを考え、責任を
もって共に生活できるかを慎重に判断しなければ
なりません。
　また、動物の習性、特性を
十分に理解し、他人に迷惑を
かけることのないように、し
つけや訓練を施すことが大切
です。無責任な飼育は、人に
も動物にも不幸な結果をもたらすことになるので
絶対にやめましょう。

どうしても飼えなくなったときは、責任を持っ
て、新しい飼い主をみつけましょう
　やむを得ず飼うことができなくなった場合は、
責任を持って新しい飼い主をみつけましょう。ど
うしても新しい飼い主がみつからない場合は保健
所が引き取ってくれますが、引き取られた犬 ･猫
はほとんどが処分されているのが現状です。

動物の将来についても十分考えましょう
　野良犬や野良猫は、もとはといえば心ない飼い
主が捨てた結果であり、不必要な繁殖により生ま
れたともいえるでしょう。繁殖を希望しない飼い
主は、不妊・去勢などの手術をすることが大切です。
不妊手術は生後半年から１年の間が適当ですが、
動物の発育状態により異なりますので、開業して
いる獣医師にご相談ください。なお、伊賀市では
不妊手術などに要する経費の一部（犬は４, ０００
円、猫は３, ０００円）を助成しています。助成金
の申請につきましては、本庁市民生活課または各
支所住民課生活環境係までお問い合わせください。

気持ちよく生活するために、マナーを守りま
しょう
　最近、飼い主の皆さんのモラル低下による苦情
やトラブルが増加しています。人に迷惑をかけな
いことは飼い主の義務です。散歩中の糞は必ず持
ち帰り、犬小屋の周囲も清潔にしましょう。また、
放し飼いは法律で禁止されています。散歩の時も
必ず引き綱をつけてください。ムダ吠えなど犬へ
のストレスを減らすためにも、十分な散歩やしつ
けをしましょう。

動物を飼っている皆さんへ


